
 

 

【誤りやすい事例 ⑭‐申告書第 14表関係‐】 

被相続人が亡くなる前３年以内の贈与財産 

私（国税一郎）は、父（国税太郎）の死亡に伴い財産を相続しましたが、父が亡くなる前年

に200万円、前々年に100万円の現金の贈与を父から受けていました。 

なお、前年に贈与を受けた200万円については、贈与税の申告をしています。 

 
父が亡くなる前年に贈

与を受けた現金200万円

を第14表に記入しまし

た。 

なお、前々年に贈与を

受けた現金100万円は、

贈与税の基礎控除額

（110万円）以下で贈与

税の申告が不要だったの

で、第14表に記入しませ

んでした。 

 
贈与税の基礎控除額以

下の贈与であっても、被

相続人（父）が亡くなる

前３年以内に財産の贈与

を受けている場合には、

第14表に記入します。 

（注）贈与税が非課税となる財

産については、記入する必

要はありません。 

○ 相続開始前３年以内に被相続人から贈与を受けた財産   
相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前３年以内に贈与を受けた財産があるときには、

その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産（贈与のときの価額）を加算します（注）。 
（注）被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前３年以内に贈与されたもので、贈与税の非課税財産に当

たらない場合には、贈与税が課されていたかどうかに関係なく加算します。 
    したがって、贈与税の基礎控除額（110万円）以下の贈与財産や死亡した年の贈与財産の価額も加算すること

になります。 
    なお、贈与税が課されている場合には、その人の相続税額からその贈与税額を控除します。 

正しい取扱いは、下記のとおりです。 

 

誤 

正 

国税 太郎 

2,000,000 国税 一郎 □ 2 16 
現金      ○○市○○町 

預貯金     １丁目１番１号 

2,000,000      2,000,000 

国税 一郎 

国税 太郎 

2,000,000 国税 一郎 □ 2 16 

 

現金      ○○市○○町 

預貯金     １丁目１番１号 

3,000,000      3,000,000 

国税 一郎 

〃 ■ 1 25 〃    〃         〃 1,000,000 

2,000,000 

2,000,000 

1,000,000 

現金  

 

現金  

 


